
日本年金機構事業管理部門担当理事殿

年管管発 0427第 1号

平成 24年 4月 27日

厚生労働省年金局事業管

再診断の事務の取扱いにかかる国民年金関係、通知の廃止について

障害認定にかかる再診断の事務の取扱いについては、昭和 50年 7月 1日庁保

険発第 14号「障害年金及び障害福祉年金の障害認定にかかる再診断の事務の取

扱いについて」により実施していたところであるが、今般、貴機構において定

めた再診断事務の取扱い要領に基づき実施する ことを了解したことから平成 24

年 5月 31日をもって本通知を廃止する。
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平成24年4月27日

日本年金機構年金給付部

障害基礎年金、障害厚生年金及び特別障害給付金等の

障害認定にかかる再診断の事務の取扱要領

再診断(以下「再診」という。)の事務とは、国民年金法第107条第2項、厚生年金保険

法第97条第1項、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第28条第2

項における受給権者・加給年金額対象者"加算額対象者・特定障害者に対し、指定する医

師の診断をうけるべきことを命令するものです。

また、再診の事務は、国民年金法第109条の4第1項第29号、厚生年金保険法第10

4条の4第1項第34号、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32

条の2第1項第7号により厚生労働大臣から権限の委任を受け日本年金機構が行います。

今後、再診の事務はこの取扱要領に従います。これに伴いこれまで再診の事務を定めて

いた昭和50年7月1日庁保険発第14号社会保険庁年金保険部国民年金課長通知「障害

年金及び障害福祉年金の障害認定にかかる再診断の事務の取扱いについて」は厚生労

働省年金局事業管理課長通知により廃止されます。

1 再診の対象

再診は、概ね以下の状況であるものが対象となります。

(1 ) 提出された障害年金診断書(以下「診断書Jという。)に所要事項がすべて記載さ

れているが、記載事項のみでは障害の程度及び障害の状態を的確に認定すること

が困難であるもの

(2) 医師に不実の申立てをして診断書に不実の記載をなさしめたもの

(3) その他実地調査の結果、再診が必要と認められるもの

なお、本人への書類の不備等による返戻再提出または添付書類の追加、あるいは診

断書作成医への診断書等の不備事項の追記、診断書記載内容変更理由の確認等で解

決できるものは対象外です。
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2 再診医療機関の選定、契約、情報管理

再診を実施するには、フ、ロック本部が予め契約締結した再診を委託する医療機関(以

下「再診医療機関Jという。)が必要となります。再診医療機関の選定、契約、情報管理

.は以下の通り行います。

(1 )選定

①再診医療機関の選定はブロック本部相談給付・支援(業務支援)部が主体となっ

て管内の病院の選定を行います。選定は、必要に応じて本部、事務センター、年金

事務所とも連携して進めます。

②再診医療機関は、総合病院で、ある官公立病院(療養所)またはこれに準ずる医療

機関で再診に必要な検査をする諸設備が完備されていることが必要です。

(2) 契約

①再診医療機関との契約はブロック本部管理部が主体となって行いますoただし、

実際の契約締結作業を再診医療機関の住所地を管轄する年金事務所が行うことも

可能とします。

②契約には「業務委託契約書(別紙t)Jおよび「年金受給権者にかかる再診断事務

の概要(別紙2)Jを使用します。

③再診医療機関との契約は年度毎に行うこととします。郵送にて新年度の契約更新

をするときには「再診断の業務委託契約の再締結について(別紙3)Jを使用します。

④契約時、契約更新時に再診医療機関から「振込口座登録票(別紙4)Jの提出を受

けます。

(3) 情報管理

ブロック本部相談給付岡支援(業務支援)部は、再診医療機関との契約状況につ

いて「再診医療機関管理簿(別紙5)Jを使用して管理します。

3 再診にかかる事務

再診は、障害状態に疑義が生じた者に対し実地調査を行った後に、再診を命令する

ことを基本とします。再診にかかる事務は以下の通り行います。

※ 以下の①~⑨に示す事務にかかる事跡管理、他の拠点への依頼方法、決裁、地

方厚生(支)局への認可取得、報告方法等及び様式は、この取扱要領に示すもの以
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外は、【給付指2010-150】「受給権者，被保険者の年金受給資格に関する調査の

実施要領J(諸規程によらない定め)(以下「実施要領」という。)に従います。

(1 )年金事務所等における事務

①実地調査

再診が必要と考えられる事案が確認された場合、実施要領に従い対象者の実

地調査を行います。

②事案についての再検討

実地調査の対象者の年金等の種類により、事務センター(障害基礎年金等)ま

たは本部障害年金業務部(障害厚生年金等)は、実地調査の結果から、再診の

要否を判断してください。再診の要否の判断にあたっては、障害認定医の意見も

考慮します。‘

また、再診が必要と判断した場合は、再診時に診断書に明らかにすべき項目

や受診すべき検査等についで、障害認定医の意見を求めます。

③再診の命令を行う年金事務所の決定

再診の命令は年金事務所で行いますので、事務センターまたは本部障害年金

業務部は、実施要領に従い再診を依頼し、その際、フ、ロック本部梧談給付・支援

(業務支援)部において再診の命令を行う年金事務所を決定しますので依頼前に

ブロック本部と調整をします。

④地方厚生(支)局への認可申請

ア年金事務所からブロック本部への書類提出

再診の命令を行う年金事務所は、地方厚生(支)局から再診の認可を得るた

め、フ、ロック本部相談給付・支援(業務支援)部Iこ対し実施要領に従い関係書類

を送付します。なお、その際、実地調査の経過がわかる書類も添付します。

イ再診の実施に関する審査

フ、ロック本部相談給付・支援(業務支援)部は、年金事務所から提出された関

係書類について、実地調査の状況から対象者やその他関係者への調査が十分

に行われているか、再診が必要と判断する理由が妥当であるか等の観点から再

診の命令を行うべきものであるかどうかを審査します。審査の結果、再診の命令

が妥当と判断した場合は、ブロック本部相談給付・支援(業務支援)部が実施要

領に従い地方厚生(支)局1こ対し認可申請を行います。

⑤地方厚生(支)局からの認可通知

地方厚生(支)局が再診の命令を認可した場合は、ブロック本部に対し認可通

知書が届きます。フロック本部相談給付・支援(業務支援)部は、年金事務所に
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対じ認可通知書を送付する等実施要領に従い事務を行います。

⑥再診医療機関の確認

再診の命令を行う年金事務所は認可通知書が届きましたら、ブロック本部相

談給付・支援(業務支援)部に対し再診に適する再診医療機関の確認(所在地

など)と再診医療機関に対し上記②から必要とされた受診内容について該当す

る診療科の有無の確認を行います。また、プ、ロック本部管理部から再診医療機

関の振込口座登録票の写の提供を受けます。(再診医療機関に対し再診に要し

た費用〈以下「再診料」という。)を支払う振込先口座に変更がないかを以下⑦の

際に確認するため。)

⑦再診医療機関と要再診者との調整

ア基本的な対応

再診の命令を行う年金事務所は再診医療機関と再診を要する者(以下「蔓再

診者」という。)に対し再診内容、再診目時の調整を行います。

再診医療機関に対しては、「年金給付にかかる再診断依頼〈別紙6)jと返信

用封筒を送付します。また、再診料の支払先である再診医療機関の振込先口

座に変更がないかを再診医療機関へ確認します。また、要再診者に対しては、「

障害状態の再診断について(通知書)(別紙7)Jと上記②から必要とされた診断

書、「交通費請求書兼交通経路申出書(別紙8)j、「領収書貼付台紙(別紙9)j 

を送付します。なお、交通費について不明な点があれば、本部年金給付部給付

企画グループへ照会します。

再診医療機関または要再診者から日程変更の申し出がありましたら、変更が

必要な理由と次回再診が可能な日時を聞き取り、再度調整を行います。

イ再診拒否者に関する対応

要再診者が年金事務所からの上記アの調整に応じない場合、または、再診当

Bに正当な理由がなく再診医療機関へ受診を行わなかった場合、年金事務所は

再診を拒否する意思表示がされたものとみなし、【給付指2012-62】「年金給

付費を不正に受給した者に関する対応J(諸規程によらない定め)に従い支給停

止処分予告状を作成し通知のうえ、要再診者から応答なき場合は支給停止処分

の対応の事務を行います。なお、要再診者が年金請求者の場合は却下処分を

行います。却下処分は、手作業による園の決裁を必要としますので、詳細は国民

年金厚生年金保険年金給付業務処理マニュアルを参照します。
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⑧再診の結果及び復命

再診の命令を行った年金事務所へ再診医療機関からの診断書等の再診の結

果(以下「再診診断書等Jという。)ならびに再診料請求書、診療報酬明細書、要

再診者からの「交通費請求書兼交通経路申出書(別紙8)J、「交通費のわかる時

刻表等の写j、「領収書貼付台紙(別紙9)Jが届きましたら、実施要領に従い再

診の復命の決裁を受けます。

⑨再診の報告

決裁を受けた年金事務所は、実施要領!こ従い再診を依頼した事務センターも

しくは本部障害年金業務部に対し再診診断書等を送ります。

また、フ、ロック本部相談給付同支援(業務支援)部に対し実施要領に従い再診

の結果の報告を行います。

ただし、再診にかかる再診料の精算及び交通費の精算は上記とは別にすみや

かに事務を行う必要がある事に留意じ、「再診断料請求書等の送付について(別

紙10)JIこ以下の書類を添えて再診医療機関と契約を行ったフ、ロック本部管理部

へ送付し支払を依頼します。

ア「再診料請求書」

イ「診療報酬明細書」

ウ「交通費請求書兼交通経路申出書(}，l!J紙8)J 

エ「交通費のわかる時刻表等の写」

オ「領収書貼付台紙(見11紙9)J

力r(再診分)実地調査実施伺[実施要領椋式第4号]の写j

キ「障害状態の再診断について(通知書)(別紙7)J 

(2)再診医療機関における事務

①再診医療機闘が作成した再診診断書等ならびに再診料請求書、診療報酬明細

書は、再診の命令を行った年金事務所あてに送付されます。

②再診料の請求にあたっては、再診料請求書に「療養の給付及び公費負担医療

に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣

が定める様式(平成20年厚生労働省告示第126号)Jの様式第二あるいは第三

l二準ずる診療報酬明細書を添えて請求されます。(再診料請求書・診療報酬明細

書は各医療機関の任意の様式によります。)
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4 再診医療機関における再診料の算定

(1 ) 再診料は、「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)Jの別表

第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表により算定されます。

(2) 診断書を作成した場合の診断書料は、各医療機関の諸規定等により定められた

金額により算定されます。

(3) 前記(1)から(2)に消費税が課せられるときは、当該消費税相当額を加えた額

が算定されます。

5 要再診者の交通費の算定

再診に伴い発生した交通費は、日本年金機構旅費規程に準じ、居住地もしくは勤務

地のいずれかから再診医療機関までの経済的かつ合理的な運賃を算定します。

なお、交通費について不明な点があれば、本部年金給付部給付企画グループヘ照会

します。

6 再診料および交通費の支払

(1 )支払はブ、ロック本部管理部が行います。なお、支払分の予算は本部年金給付部

が準備します。

(2) フ、ロック本部管理部は年金事務所からよ記r3 再診にかかる事務j(1 )⑨に示す

ア~キの書類が届きましたら、本部年金給付部給付企画グループヘ「再診断にか

かる予算配賦依頼(別紙11)Jを送付します。

(3) 本部からの予算配賦を受けてブロック本部管理部は財務会計システムで、すみや

かに支払入力処理します。-

①再診料に関する間接業務システムの科目等

参照先:間接業務システム業務処理要領(調達・業者支払編)

契約種別 o 7 役務

契約方式 9 9 その他

件名 再診断事務による再診医療機関との業務委託契約に対

する再診料
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納入予定日 再診断日

検収予定日 再診断固

支払予定日 検収日を含む月の翌月末日

事業 20604 (国民年金または厚生年金保険の場合)

2 0 1 2 0 (特別障害給付金の場合)

拠点 各ブロック本部

品目 00000007役務

財源 002事業運営費交付金

目的 その他

予算科目 2204001000運営経費

勘定科目 2 1 0 ， 00' 90'業務・支払手数料

②再診の交通費に関する間接業務システムの科目等

参照先:間接業務システム業務処理要領一経費申請編ー 2. 2 

経費申請(謝金)

件名 再診断事務による交通費

事業 20604 (国民年金または厚生年金保険の場合)

2 0 ， 2 0 (特別障害給付金の場合)

目的 諸謝金旅費

予算科目 2 203 040  ， 0 0一般委員等旅費

勘定科目 一般・委員等旅費

拠点 各ブロック本部

税区分課税支出

源泉区分空欄

源泉徴収率 0%  

(4) 支払入力処理後は、ブ、ロック本部管理部から本部会計室白納グループ宛てに、次

に示す書類を提出します。

①再診料の精算に関するもの

ー(ア)r支払伺書J

(イ)r再診料請求書・診療報酬明細書J
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②再診の交通費の精算に関するもの

(ア)r交通費請求書兼交通経路申出書(別紙8)J

(イ)r交通費のわかる時刻表等の写J

(ウ)r領収書貼付台紙(別紙9)J

(工)r経費申請書」

(オ)r(再診分)実地調査実施伺[実施要領様式第4号]の写」

(力)r障害状態の再診断について(通知書)(別紙7)の写j

7 ブロック本部事務分掌の調整

上記のr2再診医療機関の選定、契約、情報管理J、r3再診にかかる事務J、r6

再診料および交通費の支払JIこ関するブロック本部の事務は、各ブロック本部の実情を

踏まえて各ブロック本部で事務分掌を設定して構わないものとします。

8 再診事例の収集

当面の問、ブロック本部相談給付・支援(業務支援)部lこて、管内で再診を実施した事

例をPDFIこして事例の積み上げを行うこととします。

9 実施年月日

この要領は、平成24年6月1日から施行します。
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到添2

再診断の事務の取扱要領Q&A

1 j'lj診の対象
(1) 

1 iij診の対象
(2) 

1 再診の対象
く3)

1 蕗診のま自象

2 湾診医療機関の選
定、契約、情報管理

2 胃診医僚機関の選
定、契約、情報管理

2 再移医療機関の選 IQ7 I離島だと湾診に適す医策機関がないので
定、契約、情報管理 I "'" I本島で名よいのか?

これまでの医療機関との契約側はどのよ
Q8 Iうなものか?

年金給{古剖給伺企画グループ作成

再診だ11が解決のお法でIel;ないので、実地調査や関係奮への照会を
徹底し、原因をよく確認の上で対応レてください.

レて発笠するものであり、平時の障害認定の審亘
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3 電診に係る事務
(1)⑦稽診医療機関

と要ma害者との調整

3 寓診に係る事務
(1)⑦寓お医療機関

と要事診者との調整

3 再診に係る毒事務
(1) (D高診医療機関

と要再診者との調豊富

12つのブロック本部の境界倍近に住んで I-=--r-Notf-3 再診に係る事務 I ~ ;'~~~~ ~~~~~:.:j;~~~~r~ I基本的1;:は、住所I自を管轄するフロック本部内の再診医療機闘を利

(1)⑦脇医療機関 IQ271話語訳書喜色濃S誤認喜望号箆|周レますが、他のブロック柑管内の電器棚闘を利用する混合
と要再診者との調整 よいのか?~12S1Mal;iIIU ¥.V..，I:xd::;>I;.....V '-"0' I~d:.、ブロック本部闘で調整レて再診を苛コてください。
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別紙1

業務委託契約書

日本年金機構理事長代理人 00ブロック本部長 0000を甲とし、 0000病院

の病院長 0000 を乙として、国民年金法第107条2項・厚生年金保険法第97条1

項・特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第28条2項に基づく年金給付

受給権者等の障害状態の再診断(以下「再診」という。)について、乙に業務を委託することと

し、次のとおり契約を締結する。

(総則)

第1条乙は、この契約の定めるところにより、日本年金機構の指定する年金受給権者等(以

下『要再診者』という。)の再診を引き受けるものとする。なお、甲が要再診者について、

乙に再診を依頼するときはその都度、甲は乙に依頼書を送付するものとする。

(業務内容)

第2条乙lま、その管理する00病院で診療に従事している医師または歯科医師に要再診

者の再診を行わせるものとする。

(費用の請求)

第3条乙は、要再診者の再診に要した一切の費用を甲に請求するものとし、要再診者から

再診に要した費用の全部または一部を徴収することはできないものとする。

(費用の算定)

第4条この契約に基づいて乙が行った再診について、乙が甲に請求すべき費用の額は、

「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)jの別表第1医科診療報

酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表により算定するものとする。

2 要再診者にかかる診断書を作成した場合の診断書料は、 00病院の諸規定等により

定められた金額を算定するものとする。

3 前各項によって算定した額には、消費税法の規定によって算・定した消費税相当額を含

めることができるものとする。

ただし、消費税額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(費用の支払)

第5条乙は、再診に要した費用を請求しようとするときは、請求書に「療養の給付及び公費

負担医療に関する費用の詰求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働
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別紙1

大臣が定める様式(平成20年厚生労働省告示第126号)'Jの様式第二あるいは第三

に準ずる診療報酬明細書を添えて.、甲に提出するものとする。

2 甲は、乙の適法な請求書を受理したときは、その日から起算して 30日以内に支払うも

のとする。

.3 甲の責に帰す理由により前条の約定期限内に甲が対価を支払わないときは、乙は、

甲に対して支払うべき対価金額に対する期限の翌日から支払済みまで年三 1パーセ

ントの割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、 365日の割合と

する。)を乗じて計算した遅延利息(100円未満の端数があるとき、又は100円未満

であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を請求することができ

る。ただし、約定期限内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場

合は、当該理由め継続する期間を、遅延利息を支払う回数から減ずるものとする。

(契約期間)

第6条この契約の有効期聞は、雫成00年00月008から平成00年3月31固までと

する。

(委託業務の履行)

第7条本契約の履行にあたり乙は、関係諸法令を遵守し、委託業務の趣旨に従い再診を行

わなければならない。

(秘密の保持等)

第8条乙は、本契約において知り得た秘密について、他に漏らし又は目的外に使用しては

ならない。

2前項の規定は、本契約終了後も有効とする。

(情報の適正な取扱い)

第9条乙は、第1条による委託業務の実施に闘し入手した情報について、滅失、段損、漏洩

及び目的外利用等を行つてはならない。この契約に基づいて行った再診に関する書

類を、その完結の日から5年間保存するものとする。

2 乙は、第1条による委託業務の実施に闘し入手した情報の全部又は一部について、

当該業務外の目的により複写複製等を行つてはならない。ただし、甲が必要と認めた

場合はこの限りではない。
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(契約の解除)

第10条甲は自己の都合によって契約の解除を行う場合は、 30日前までに文書による予告

を行うことにより本契約を解除することができる。

2 甲は、乙が次の各号のーに該当するときは、乙に対して何らの予告なしに直ちに本

契約を解除することができる。

(1 )乙の責に帰す理由により、契約期間中に本契約の全部若しくは一部を履行しな

いとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2)乙において本契約の遂行につき、不適切な行為があり、甲の業務に支障を及ぼ

すと認められるとき。

(3) Z.からこの契約の解除の請求があり、その理由が正当なとき。

(4)乙がこの契約の条項に違反したとき。

3 乙は、自己の都合によって契約の解除を行う場合は、 30日前までに文書による予

告を行うものとする。

(紛争又は疑義の解決方法)

第11条この契約について、甲乙聞に紛争又は疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙

協議のうえ解決するものとする。

上記契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、両者記名押印のうえ、各1通を保

有するものとする。

平成00年00月00日

甲 日本年金機構理事長代理人

乙

00ブロック本部長

00病院

病院長

3/3 
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別紙2

【作成】日本年金機構

医療機関向け説明用

年金受給権者にかかる再診断事務の概要

再診断(以下「再診Jという。)の事務とは、年金受給権者に対し、指定する医療機関の

医師の診断をうけるべきことを命じるものです。

再診の事務は、厚生労働大臣から権限の委任を受け日本年金機構が行います。

1 再診の対象

再診は、概ね以下の状況であるものが対象となります。

(1 ) 提出された障害年金診断書(以下「診断書」という。)に所要事項がすべて記載さ

れているが、記載事項のみでは障害の程度及び障害の状態を的確に認定すること

が困難であるもの

(2) 医師に不実の申立てをして障害認定診断書に不実の記載をなさしめたもの

(3) その他実地調査の結果、再診が必要と認められるもの

なお、本人への書類の不備等による返戻再提出または添付書類の追加、あるいは診

断書作成医への診断書等の不備事項の追記、診断書記載内容変更理由の確認等で解

決できるものは対象外です。

1/2 
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2 再診にかかる事務

再診は日本年金機構が予め契約締結した再診を委託する医療機関(以下「再診医療

機関」という。)に内容を指定して、再診を要する者(以下「要再診者Jという。)の検査及

び診断書の作成依頼を行います。関連する事務は以下のとおりです。

(1 )日本年金機構における事務.

①再診を実施する場合は、あらかじめ再診医療機関と要再診者に対し再診内容、

再診日時の調整を行います。

②再診医療機関に対しては、「年金給付にかかる再診断依頼(別添参照)Jと返信

用封筒を送付します。

③要再診者に対しては、「障害状態の再診断について(通知書)(別添参照)Jと所定

の診断書を送付します。

(2)再診医療機関における事務

①再診医療機関が作成した診断書等の再診断の結果ならびに再診料請求書、診

療報酬明細書は、年金事務所あてに送付します。

②再診料の請求にあたっては、再診料請求書に「療養の給付及び公費負担医療に

関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定

める様式(平成20年厚生労働省告示第126号)Jの様式第二あるいは第三に準ず

る診療報酬明細書を添えて請求します。(再診料請求書・診療報酬明細書は各医

療機関の任意の様式によります。)

3 再診料の算定

(1 ) 再診料i立、「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)Jの別表

第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表により算定します。

(2) 診断書を作成した場合の診断書料は、各医療機関の諸規定等により定められた

金額により算定します。

(3) 前記(1)から(2)に消費税が課せられるときは、当該消費税相当額を加えた額を

算定します。
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(管理者あて)

000病院

病院長 0000殿

別紙3

平成00年00月00日

日一構o一本部

再診断の業務委託契約の再締結について

日頃より社会保険事業の運嘗にあたりましては、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上

げます。

さて、標記の再診断につきましては、昨年度までご協力をいただいているところですが、

平成00年度におきましても引き続き契約を締結いたしたく、別紙契約書を送付させて

いただきましたので、ご承諾いただきますとともに契約書に記名押印のうえ、 1通を下記

の住所までご返送いただきますようお願いいたします。

ご返送いただきました契約書については、当方にて押印のうえ後日送付いたします。

【契約書の返送・問い合わせ先】

〒000-0000
00県00市00町0-0-0
日本年金機構 00ブロック本部00グループ

担当0000
電話00-0000-0000



別紙4

| 相手先コード

-I I I I I I I I I 
※日本年金機構記入欄

票富豪虫色
孟量L座口振込

日月年t平成

御中

貴機構より当方へ支払われる代金は、下記振込指定口座へお振込下さい。
尚、貴機構が当方へ振込みをした日をもって、代金を受領したものと認め、領収書の発行は省略します。
また、記載事項に変更がある場合は、遅滞なく改めて振込口座堂録票を提出いたします。

機構金年本日

契約者

※ T 

住 所

社 名

代表者 @ 

電話番号

FAX番号

※法人の場合は、住所、社名、代表者名をご記入下さい。
※個人の場合は、住所及び氏名をご記入下さい。

口座名・義 ※2 

itH-i-l;.十件

記

振
込
指
定
口
座

l電話番号回
※1 日本年金機構からゅうちょ銀行口座への接込は、振込用の庖名・預金種目・口座番号が必要です。

(従来の口座番号(記号・番号)のままでは振り込むことができません。)
詳細はゅうちょ銀行にお問い合わせください。

以上

※2振込指定口座の口座名義は「契約者」欄と同ーの名義をご記入下さい。

ご記入頂きました内容は、契約及びそれに伴う代金の支払い業務の目的以外には使用しません。



別紙5

再診医療機関管理簿

、同，、ー'咽， _." ~r可・司....... 1:;;;;1 ... ~ 

都道 初回 契約
再診医療機関名 所在地

府県 契約年月 更新年月
再診実績

。。 00病院 00県00市000-0-0 H24.6 0科受診平成00年00月00日要再診者氏名 0000
0科受診平成00年00月00日要再診者氏名 0000 

。。 00病院 00県00市000-0-0 H24.8 0科受診平成00年00月00日要再診者氏名 0000 
0科受診平成00年00月008要再診者氏名 0000 

』

， 

-



見IJ紙 6

平成00年00月00日

(管理者あて)

000病院

00 00殿

日年金一金事務吋

年金給付にかかる再診断依頼

年金給付に係る障害の状態を審査するため、業務委託契約に基づき、要再診者 00

000様の再診断を下記により依頼いたします。

なお、再診断の結果は、要再診者の持参した診断書に所定事項を記入していただき、再

診断料請求書ならびに診療報酬明細書とともに同封の返信用封筒を使用して直接当所宛

てお送り下さい。

記

1 要再診者の氏名及び住所

氏名 0000 住所:00県00市00町0-0-0

2 受診日時

平成00年O月O日 00時からOd時まで

3 診断書において特に明らかにされたい事項

要再診者は0000の障害により、 0000年金を受給しております。平成00・

年00月00日に提出された診断書によれば0000の障害状態にあるとされて

います。

ところが、要再診者は当方で調査したところ、 0000の状態にあり、先に提出

された診断書との整合性が確認できなかったため再診断をお願いするものです。

つきましては、特1:::次の点について診断書に記入願います。

①******ホ*********

②**************** 

【再診断の結果ならびに再診断料請求書等の送付先】

干000-0000
00県 00市 00町0-0-0
日本年金機構00年金事務所

担当 0000
電話00-0000-0000
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平成00年00月00日

。0000様

一機構一事務眼

障害状態の再診断について(通知書)

0000年金の受給にあたって、あなた様から提出された診断書ではよ 0000年金

を支給する障害の程度であるかどうかの審査ができないため、国民年金法第107条2項(

厚生年金保険法第97条1項、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

第28条2項)に基づき再診断(再診断の費用は無料です。)を行い、その結果によって決

定することといたします。

つきましては、下記に指定する日時・医療機関に受診してください。この再診断による検

査結果、診断書等の受診結果については、国民年金法107条第1項(厚生年金保険法第

96条第1項、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第28条第1項)に

より当方に提出していただく必要がありますので、医療機関から直接当所に送付することと

しておりますことを申し添えます。

※上記で、不要の条文は削除して使用してください。

(再診断の内容)

日時

場所

〈医療機関名・診療科名)

検査内容

持ち物

記

、
平成00年OQ月00日 00時

00市00町0-0-0

00病院00科

0000の検査

この通知書と同封の診断書

， 

【本件に関する問い合わせ先】

〒000-0000
00県00市 00町0-0-0
日本年金機構00年金事務所

担当 00・00
電話00-0000-0000



表面別紙8

交通費請求書兼交通経路申出書

目月年平成御中本年金機構日

私は、障害状態の再診断に伴い発生した交通費について、以下の金融機関口座への振り込みを依頼します。，

-T 

所住

⑮ 名氏

電話番号

銀行信金信組
預金種別 口 座 名 義

振 P持

込 1普通 フ

? iii i iiii;iii ii i i ij iji il ii I ! リ
指 2当座 ガ

定 ナ

口 本庖・支眉 口座番号 字漢

座 I I I 氏名
ゅうちょ銀行口座への振込は、振込用の庖名・預金種目・口座番号が必要です。
(従来の口座番号(例:記号番号11940-12345671)のままでは振り込むことができません。)
詳細はゅうちょ銀行にお問い合わせください。

※ 

く交通経路>
出発地住所(居住地もしくは勤務地〉から受診した医療機関までの交通経路(片道)をご記入ください。

出発地住所{※)
※上記に記載した住所と出発地が異なる場合に記載してください。

鉄道①

運賃到着地(駅)経由(駅)出発地(駅)年月日

円日月年平成

鉄道②

運賃到着地(駅)経由(駅)出発地(駅)年月日

円日月年平成

パス
車賃到着地(停留所)出発地(停留所)年月日

円

※鉄道について、路線，鉄道業者を跨いで乗り継いだ場合でもひとつに纏めて記載して頂いて問題ありません。
その場合は、主な経由駅を『経由(駅)Jに記載いただくとともに、領収証書の写しの合計金額を「運賃1欄に記載してください。

※申請いただいた交通経路に基づいて受診した医療機関までの往路の交通費を計算し、原則復路の交通費も同額を支給します。

日月年平成

上記の他にも交通費精算の留意事項がありますので裏面もご覧ください。



交通費請求書兼交通経路申出書(記入例)

日本年金機構御中 平成24年00月00目

私は、障害状態の再診断に伴い発生した交通費について、以下の金融機関口座への振り込みを依頼します。

振
込
指
定
ロ
座

ー:この網掛け部分にご記入ください

J〆:.'~篭

弘必ι以込烈;五dふ~~~q 、，:A♂A之.，三よJ~\六'，，-λ主己'.三志hる三打η:汗宇

※ ゅうちょ銀行口座への振込は、振込用の届名・預金種目・口座番号が必要です。
(従来の口座番号(例:記号番号11940-12345671)のままでは振り込むことができません。)
詳細はゅうちょ銀行にお問い合わせください。

く交通経路〉
出発地住所(居住地もしくは勤務地)から受診した医療機関までの交通経路(片道)をご記入ください。

車賃

年月日 出発地(駅) 経由(駅) 到着地(駅)

市成問税対~;.f獄

E旦1<記載例〉

年市首東京都の「高井戸』駅が最寄り駅の方が、「新宿」駅まで鉄道を剥用す

る場合の記載例です。

パス
年月日

平成年 'hualJ 

.ミ
， • 

.‘、， 円

※鉄道について、路綜・鉄道業者を跨いで乗り継いだ場合でもひとつに纏めて記載して頂いて問題ありません。
その場合lま、主な経由駅を「経由(駅)J rこ記載いただくとともに、領収証書の写しの合計金額を f運賃J欄に記載してください。

※申請いただいた支通経路に基づいて受診した医療機関までの往路の吏通費を計算し、原則復路句支通費も同額を支給します。

上記の他にも交通費精算の留意事項がありますので裏面もご覧ください白
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交通費精算の留意事項

1 .交通費精算について

ご提出いただく「交通費請求書兼交通経路申出書』に基づき、受診当日の居住地

もしくは勤務地から受診した医療機関までの往路の交通費を計算し、原則復路の交

通費も同額支給します。

交通費の計算にあたっては、日本年金機構肱費規程に準じ、経路及び交通手段の

合理性・経済性を勘案し、必要と認められる額について後日精算(振込)いたしま

す。そのため、必ずしも実際に購入した切符代金の金額どおりに支給されるとは限

りませんのでご了意ください。

また、事務手続き上、振込まで 1-2ヶ月かかる場合もありますのでご了承下さ

い。

医療機関までは、基本的に、公共交通手段(鉄道・パス)を利用するようお願い

します。なお、鉄道は普通列車、パスは路線パスをご利用ください。

2. 交通費精算に必要な書類

必要な書類が不足していると交通費を支給できない場合がありますので、ご注意

ください。

( ， )鉄道〈普通列車)

鍾盗証童または切符の写しなど金額・日時・利用区閣の記載があるもの、も

しくは金額・利用区間のわかる時刻表等の写やインターネット等で確認できる

ものをプリントアウトしたもの

(2)パス(路線パス)

領収証書等の金額・日時・利用区間の記載があるもの、もしくは、金額、・利

用区聞のわかるインターネット等で確認できるものをプリントアウトしたも

の

3. 交通費共通事項

( 1 )交通費請求書兼交通経路申出書はボールペンで記載願います。

(2)領収証書の宛名は「日本年金機構jでお願いします。
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領収書等貼付台紙

障害状態の再診断に伴ない発生した交通費の領収書をこの台紙に貼り柑けて提出し

てください。

平成 年 月 日 氏 名

h・・・・・・・・・・・・..........，........"1'.・・・・"“.._....・・u....・・・・・・・・・・“"・・・・・・・・""".."."....u..・M・.......・.........u・H・H・...111..・E・If....・H・".・""""..・H・-・1111・...'..'M......"."....I・E・.................1・H・...“・".・H・."''''11111..・-

主
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j 相手先コード

|I I I I I I I I 
来日本年金機構記入欄

振込口座登録 富一山

平成 年 月 日

日本年金機構 御中

貴機構より当方へ支払われる代金lま、下記振込指定口座へお振込下さい。
尚、貴機構が当方へ振込みをした日をもって、代金を受領したものと認め、領収書の発行は省略します。
また、記載事項に変更がある場合は、遅滞なく改めて振込口座登録票を提出いたします。

言E

濁点、半濁点、スペース等も1文

字として正確に記入。

問合せ先 |部署氏名電話番号

来1 日本年金機構からゅうちょ銀行口座への振込は、振込用の唐名・預金種目・口座番号が必要です。
(従来の口座番号(記号・番号)のままでは振り込むことができません。)
詳細はゅうちょ銀行にお問い合わせくださL凡

※2振込指定口座の口座名義は「契約者J欄と同ーの名義をご記入下さい。

ご記入頂きました内容は、契約及びそれに伴う代金の支払い業務の目的以外には使用しません。

以上
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平成00年00月00日

日本年金機構00フ‘ロック本部

管理部 御中

日本年金機構00年金事務所

再診断料請求書等の送付について

再診断(以下「再診」という。)を実施したため、再診医療機関から別添の

再診断料請求書・診療報酬明細書、要再診者から交通費振込依頼書兼交通

経路申出書、領収書貼付台紙が届きましたので支払をお願いいたします。

なお、再診を行った状況は以下の通りです。

【要再診者氏名】

【再診を実施した日時・場所】

【再診の根拠法】

国年法または厚年法

00 00 

平成00年00月00日

00県00市00町oー0-0
00病院00科

特定障害者に対する特別障害給付

金の支給に関する法律

(どちらかをOで囲んでください。)

【再診医療機関からの請求額(再診料)】

【要再診者の往復の交通費】

円

円

【問い合わせ先】

干000-0000.
00県00市00町0-0-0
E本年金機構00年金事務所

担当 0000
電話00-0000-0000



日本年金機構本部

年金給付部 御中
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平成00年00月00日

日本年金機構00フ、ロック本部

管理部

再診断にかかる予算配賦依頼

再診断(以下「再診Jという。)を実施したため、年金給付部給付企画グル

ープから予算配賦をお願いいたします。

なお、再診を行った状況は以下の通りです。

【要再診者氏名】

【再診を実施した日時 R 場所】

【再診の根拠法】

国年法または厚年法

00  00  

平成00年00月00日

00県00市OOIBJO'-.O-O

00病院00科

特定障害者に対する特別障害給付

金の支給に関する法律

(どちらかをOで囲んでください。)

【再診医療機聞からの請求額(再診料)】 円

【要再診者の往復の交通費】 円

【問い合わせ先]

〒000-0000
00県00市 00田rO-O-o
日本年金機構00ブロック本部
経理グループ

担当 0000
電話00-0000-0000


	2012051111145069_0.pdf
	社労連第208号　障害基礎年金等の障害認定にかかる再診断の事務の取扱いについて
	別紙




